
議第１１５号 

呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

呉市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市手数料条例の一部を改正する条例 

呉市手数料条例（平成１２年呉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

一般関係 一般関係 

 手数料を徴収する事務 手数料の額   手数料を徴収する事務 手数料の額  

 単位 金額   単位 金額  

 １～６ 略   １～６ 略  

 ７ 住民票，戸籍の附票の

写しの交付 

１ 通

に つ

き 

３００円   ７ 住民票，戸籍の附票の

写しの交付 

１ 通

に つ

き 

３００円 

（多機能

端末機に

よる交付 

 

        について

は２００

円） 

 

 ８ 住民票，戸籍の附票の

記載事項に関する証明 

１ 通

に つ

き 

３００円   ８ 住民票，戸籍の附票の

記載事項に関する証明 

１ 通

に つ

き 

３００円 

（多機能

端末機に

よる交付

について

は２００

円） 

 

 ９～１３ 略   ９～１３ 略  

 １４ 印鑑登録証明書の

交付 

１ 件

に つ

き 

３００円   １４ 印鑑登録証明書の

交付 

１ 件

に つ

き 

３００円 

（多機能

端末機に

よる交付

について

は２００

円） 

 

 １５～４０ 略   １５～４０ 略  

備考 略 備考 略 

  

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

戸籍関係 戸籍関係 



 手数料を徴収する事務 手数料の額   手数料を徴収する事務 手数料の額  

 単位 金額   単位 金額  

 戸籍法（昭和

２２年法律

第２２４号。

以下この表

に お い て

「法」とい

う。）第１０

条第１項及

び第１０条

の２第１項

から第５項

ま で （ こ 

れらの規定

を法第１２

条の２にお

いて準用す

る場合を含

む。），第４

８条第１項

及び第２項

（これらの

規定を法第

１１７条に

おいて準用

する場合を

含む。），第

１２０条第

１項並びに

第１２６条

の規定に基

づく戸籍に 

関する事務 

(1) 法第１

０条第１

項，第１０

条の２第

１項から

第５項ま

で若しく

は第１２

６条の規

定に基づ

く戸籍の

謄本若し

くは抄本

の交付又 

１ 通

に つ

き 

４５０円   戸籍法（昭和

２２年法律

第２２４号。

以下この表

に お い て

「法」とい

う。）第１０

条第１項及

び第１０条

の２第１項

から第５項

ま で （ こ 

れらの規定

を法第１２

条の２にお

いて準用す

る場合を含

む。），第４

８条第１項

及び第２項

（これらの

規定を法第

１１７条に

おいて準用

する場合を

含む。），第

１２０条第

１項並びに

第１２６条

の規定に基

づく戸籍に 

関する事務 

(1) 法第１

０条第１

項，第１０

条の２第

１項から

第５項ま

で若しく

は第１２

６条の規

定に基づ

く戸籍の

謄本若し

くは抄本

の交付又 

１ 通

に つ

き 

４５０円 

（多機能

端末機に

よる交付

について

は３５０

円） 

 

 は 法 第 １

２ ０ 条 第

１ 項 若 し

く は 第 １

２ ６ 条 の

規 定 に 基

づ く 磁 気

デ ィ ス ク

を も っ て

調 製 さ れ

た 戸 籍 に

記 録 さ れ

て い る 事

項 の 全 部

若 し く は

一 部 を 証

明 し た 書

面 の 交 付 

    は法第１

２０条第

１項若し

くは第１

２６条の

規定に基

づく磁気

ディスク

をもって

調製され

た戸籍に

記録され

ている事

項の全部

若しくは

一部を証

明した書

面の交付 

   

  (2) ～(6)  略    (2) ～(6)  略  

  

付 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

個人番号カードを利用し，コンビニエンスストア等の多機能端末機を介した住民

票の写しなどの交付に係る手数料の額を引き下げるため，この条例案を提出する。 


